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雲南市職員（任期付研究員）の選考試験を、次のとおり実施します。 

 

１ 選考する職種、採用予定人員及び職務内容 

職  種 採用予定人員 職務内容 

任期付研究員 １名 

雲南市民や地域の健康づくりと公共政策づくり

に資する実践的研究活動 

（勤務先：身体教育医学研究所うんなん） 

 

２ 受験資格 

(1) 次の要件を全て満たす者が受験できます｡ 

① 医学・公衆衛生学・健康科学・身体教育学等に関連する分野の大学院修士課

程修了以上の者（令和９年３月末修了見込み含む）、及び同等の学識を有すると

認められる者 

② 「身体活動と健康」に関する専門性と研究業績並びに実践指導経験がある者 

③ 行政施策について興味関心のある者 

(2) 上記（1）にかかわらず、次のいずれかに該当する者は受験できません。 

①日本の国籍を有しない者 

②地方公務員法第１６条各号に規定する者 

③雲南市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第３条第２号により採用

されたことがある者 

 

３ 任用期間  

採用後の任用期間は、令和９年４月１日から令和１２年３月３１日までです。ただし、

最長で令和１４年３月３１日まで任期を更新されることがあります。 

なお、本公募は、雲南市における研究人材の中長期的な育成および登用を目的とし

たテニュアトラック制に基づくものです。 

採用時の任用区分は、応募者の研究業績・経験等に応じて、第 1 号任期付き研究員

（即戦力型）または第 2号任期付き研究員（育成型）のいずれかとなります。 

いずれの場合も、任期中の業績評価等に基づき、任期満了時に市の常勤職員（技

師）としての登用審査を実施する予定です。 

 

４ 選考方法、日時及び場所 

区 分 方 法 内     容 日時及び場所（予定） 

第１次 

選 考 
書類選考 

提出された書面に基づき、教育・研

究及び指導に関する資質と能力など

について総合的に審査します。 

令和８年７月２8日（火） 

第２次 

選 考 
面   接 

主として、人物・公務員としての適格

性などについて審査します。 
令和８年８月２９日（土） 

会場：雲南市役所庁舎 

※ 第１次選考の合格者が第２次選考の対象者となります。 

 

雲 南 市 総 務 部 人 事 課 

〒699-1392  雲南市木次町里方 521-1 

TEL 電話 ０８５４－４０－１０２１ 



※ 第２次選考の日時と場所については、別途ご連絡します。 

※ 面接に際しての旅費等は、受験者の負担とします。 

 

５ 合格通知 

（1） 第１次選考の合否結果については、令和８年８月初旬頃に第１次選考対象者全員

に郵送で通知します。 

（2） 第２次選考の合否結果については、令和８年９月中旬頃に第２次選考対象者全

員に郵送で通知します。 

 

６ 募集要項等の請求 

 募集要項等は、雲南市総務部人事課で交付します｡ 

   なお、雲南市ホームページでも要項等を掲載していますので、ご利用ください。 

 

７ 選考申込み及び受付期間等 

(1) 選考試験の申込方法 

次の書類各１部を提出してください。 

①申込書兼履歴書（写真貼付） 

②最終学位を証明できるもの（学位記、修了証明書など、コピー可） 

③研究業績・実践指導リスト（任意様式） 

④ 「医学・公衆衛生学・健康科学・身体教育学等」の分野に関する主要論文３～５

編の別刷り・コピーを３点以内 

※和文以外の場合は、和文要約（１，２００字以内・Ａ４）を添付してください。 

⑤志望動機・採用後の研究活動についての抱負（１，２００字以内・Ａ４:任意様式） 

⑥１１０円切手１枚（別紙台紙に貼付） 

※郵送する場合は、封筒の表面に「任期付研究員選考書類」と朱書きし、必ず配達

記録郵便又は簡易書留郵便にしてください。 

※提出された書類等は一切返却いたしません。 

※応募書類に記載されている個人情報は、本採用業務以外の目的に使用されるこ

とはありません。 

(2) 申込先 

雲南市総務部人事課（〒699-1392 島根県雲南市木次町里方５２１番地１） 

(3) 受付期間 

令和８年５月１日（金）から令和８年６月３０日（火） 

午前８時３０分から午後５時 （土曜日、日曜日及び祝日法に基づく休日を除く。） 

郵送の場合は、令和８年６月３０日（火）までの消印のあるものについて、受け付

けます。 

 

8 給与等 

   初任給（見込月額）は、経験等に応じて 2９１,５00円から5５１,１00円の範囲内で

決定されます。（給与改定等により増減する場合があります。） 

   その他、条例に定めるところにより、時間外勤務手当、期末手当などの諸手当が支

給されます。また、社会保険は島根県市町村共済組合に加入することとなります。 

 

９ その他 

   身体教育医学研究所うんなんは、平成１８年４月に雲南市により設立され、「生涯健

康でいきいきと生活できる、小児期からの健康づくりの推進」を基本理念に、地域住

民との協働をはじめ多分野多職種連携による教育・評価・研究活動を展開していま



す。 

 

１０ 手続き、その他本件についてのお問合せ先は次のとおりです。 

   〒６９９－１３９２    島根県雲南市木次町里方５２１番地１ 

                  雲南市役所総務部人事課 

                  電話 ０８５４－４０－１０２１ 

 


